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○ 取扱い

原則として、１歯の残根上に義歯を製作した場合における有床義歯の算

定を認める。

○ 取扱いの根拠

支台歯や顎堤等の状態によっては、１歯の残根上に有床義歯を製作した

場合であってもその機能が十分に発揮できるものと考えられる。


